
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

神奈川県相談支援従事者等養成・確保推進事業 
 
 

『権利擁護・成年後見制度』 
相談支援専門員 専門コース別研修 

日時：平成 2６年 2月７日（金） 14：00～17：30（13:30開場） 
２月８日（土） 10：00～17：00（ 9:30開場） 

 場所：川崎市教育文化会館 第４・５会議室 
（川崎市川崎区富士見 2-1-3川崎駅東口より徒歩 15分） 

 
 

KCN（かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク） 

電話：046-220-5380 FAX：046-220-5381 E-mail:run@kcn.or.jp 
 活動内容他更新中！KCNのサイト→http://www.kcn.or.jp/ 

〒243-0014 厚木市旭町 1-9-7 旭町三紫ビル 302 
 

 権利擁護に関する法制度の基本的理解 
  事例報告、事例検討（演習）から、介入等のアプローチの視点や関係機関との 

支援体制づくりについて学ぶ 
 
 
【対象】相談支援専門員（相談支援従事者初任者研修または現任研修を修了している方） 
    ※神奈川県全域の相談支援専門員を対象とします。 
    ※２日間参加可能な方を対象とします。 
【内容】 
  ２月 7日(金) 講義「法制度の概要」「障害者虐待防止センターの取組み」等 
  ２月 8日(土) 演習「相談支援における権利擁護支援 

（相談支援の役割・関係機関との連携・支援体制の構築）」 
【講師】社会福祉法人 唐池学園 相談センター ゆいまーる 所長 田中 晃 氏 
    神奈川県保健福祉局福祉部障害福祉課地域生活支援グループ 栗田 聡史 氏 
    神奈川県障害者権利擁護センター 事業統括 菊地原 義夫 氏   
    ※演習は各グループにファシリテーターを配置します。 
【主催】神奈川県 

（かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワークに事業委託して実施します） 

 

講座のポイント 
 

申し込み方法 
 

申込用紙（裏面）にご記入の上、下記連絡先まで FAXして下さい。 
費用は無料です。申し込み受付後、こちらから受講確認証をお送りいたします。 

申し込み先・お問合せ 
 

本研修は、神奈川県の相談支援従事者等養成・確保推進事業として相談支援専門員の専門性の 
向上に資することを目的に実施するものです。修了者には神奈川県から修了証書を発行します。 

相談支援の現場に求められる権利擁護の視点や関係機関との
連携等、講義と演習を通じて理解し、学びを深めます。神奈
川県全域対象ですので、各地域の情報交換等も可能です。 
 



 
 

 

相談支援専門員 専門コース別研修「権利擁護・成年後見制度」 

 参 加 申 込 書 

 

研修日時・場所 

平成 26 年２月７日（金） 14：00～17：30 
２月８日（土） 10：00～17：00  

川﨑市教育文化会館第 4・5 会議室 
（川崎駅 東口 徒歩 15 分） 

氏 名 

フリガナ 

 氏 名 

生 年 月 日 昭和・平成   年    月    日 

所 属 

(法人名・事業所名 ) 

 

 

所 属 先 

ご 住 所 

〒   ―    

 

連 絡 先 

TEL     （       ）                   

FAX     （    ）                  

E-mail 

研修受講歴 

※あてはまる所に○及び受講

年度を記載してください。 

・相談支援従事者初任者研修 受講した（   年度） 

・相談支援従事者現任研修  受講した（   年度・   年度） 

FAX：046‐220‐5381 KCN 事務局あて 

申込締切日： 平成 26 年１月 20 日(月) 

川﨑市教育文化会館 

（川崎市川崎区富士見 2-1-3） 

ＪＲ川崎駅 東口 徒歩 15分 

バス 12,14,15,16番乗り場「教育文化会館前」

下車 

※駐車場は川崎球場の有料駐車場のご利用とな

ります。 


